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を
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迎
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齢
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築
き
ま
す
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制

=存知で亨か?

給与や賃金を支払う方へ

給与所得の源泉徴収票や

給与支払報告書の交付と提出(

平成元年 中に俸給､給料 ､賃金 な どの給与等の支払者は ｢給

与所得の源泉徴収票｣ を作成 し､平成 2年 1月31日までに､すノヽ〈
べての受給者に交付す る とともに､一定金額以上 の ものは税務

署に提 出す るこ とになっています｡

また､｢給与所得の源泉徴収票｣ と同時に複写作成 され る ｢給

与支払報告書｣は､金額の 多少にかかわ りな く､すべ ての もの を

受給者の平成 2年 1月 1日現在の住所地の市町村に提 出す るこ

とになっています｡

青色 申告 をす る人で専従者給与 を支払 う方､臨時であって も

従業員 を雇 う方は ご注意 くだ さい｡

用紙は､役場税務課 にあ ります｡




